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職場定着支援基礎研修会のご案内 

 

 平素より、横須賀市の障害福祉施策とよこすか就労援助センター事業にご協力を賜り、御礼申し上げ

ます。横須賀市では、一般就労した障害者によこすか就労援助センターと連携して職場定着支援を実施

する障害福祉サービス事業所等に対して「障害者職場定着支援事業補助金」を交付しており、当該補助金

の対象となる職場定着支援は、横須賀市に登録された職場定着支援員により実施されています。 

 今年度においても、職場定着支援員として登録を希望する職員の皆さまに向けて「職場定着支援基礎

研修会」を下記のとおり開催します。本研修は、職場定着支援に関する基礎的な知識や補助金の制度につ

いて説明する内容となっており、この研修の受講が職場定着支援員の登録の要件となりますので、登録

を希望される場合は、必ずご参加ください。 

 なお、対面での集合研修を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染状況によりオンラ

インでの開催になる場合があります。その際は改めて参加者の所属事業所にお知らせします。 

 

記 

 

１ 開催日程 令和５年３月 9 日(木曜) 14 時から 15 時 30 分まで(予定) 

２ 開催場所 総合福祉会館(横須賀市本町 2-1) ４階 第 2 活動室 

３ 対 象 者 職場定着支援員として新規に登録を希望される方(この案内の宛名に記載している事業 

所種別に該当し、かつ国の就労定着支援の指定を受けていない事業所の職員) 

４ 参加申込 別紙１をご覧ください。 

５ そ の 他 現在、職場定着サポーター※の公募は行っていませんが、事業所を退職された方など、経 

験のある方で特に推薦される方がいらっしゃる場合は、事務担当までお知らせください。 

 

※ 障害福祉サービス事業所等の利用を終了して就労した方は、職場定着支援員が職場定 

着の支援を行いますが、事業所等の利用なく就職される方もいらっしゃいます。 

そういった場合に、支援を行うための制度が「職場定着サポーター」です。職場定着支 

援員と同様に本研修が「職場定着サポーター」(有償ボランティア)として横須賀市に登録 

されるための要件となっています。 

 

 



別紙１ 

「職場定着支援基礎研修会」申込方法について 

 

令和５年２月 28 日(火)までに、メールでお申し込みください 

 

■申込先メールアドレス hp-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp  

■件名：「職場定着支援基礎研修会申込」 

  ■本文：次の各項目を入れてください。 

   １ 事業所名 

２ 事業種別(例：就労継続支援Ｂ型) 

３ 事業所電話番号 

４ 参加者の氏名 

５ 参加者の普段の業務 

６ 参加者の障害者支援の経験年数 

７ 当日に参加者本人と連絡の取れる電話番号 

 

■お申し込み後の流れ 

参加申し込みをした事業所には、横須賀市の障害福祉課より受付確認の 

メールを送ります。令和５年３月３日（金）までにメールが届かない場合 

は、事務担当へご連絡ください。 

 


